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平成 30 年 11 月  

鶏卵公正取引協議会 

 

平成２９年度鶏卵の試買調査の結果について 

 

 

１ 調査の目的 

本協議会は、平成１６年に公正取引委員会より、鶏卵の表示について一般消費者に分かりに

くい表示があるとの指摘を受けたことから、「鶏卵の表示に関する公正競争規約・施行規則（以

下「規約等」という。）」を策定し、平成２１年３月、「景品表示法」に基づき公正取引委員会の

認定を受け、同年６月に鶏卵公正取引協議会を設立し、本規約等の普及、周知のための諸活動

を行っているところです。 

今回、試買調査を行うことにより市中で販売されている鶏卵について、規約等に定める必要

表示事項、特定事項等の遵守状況、また食品表示法に定められた食品表示基準について、鶏卵

における表示の適正化を推進し、公正な競争の確保を図ることとしました。 

 

２ 調査の実施 

（１）調査対象 

  調査対象鶏卵は、消費者団体のご協力を頂き、無作為に量販店等で購入し、クール宅急便に

て当協議会事務局に送付された３６商品に当協議会事務局購入分１2商品含む48商品。 

これらの商品の事業者数は36 でうち鶏卵公正取引協議会の会員数は23 であり、1 商品に

ついて公正マークの表示があった。 

48商品のうち栄養強化卵等は１8商品、栄養機能食品表示は2商品、その他の普通卵は28

商品であった。購入地域は、北海道・東北地域8商品、関東甲信地域21商品、中部・近畿地

域５商品、中四国地域１０商品、九州・沖縄地域4商品であった。 

 

（２）調査期間 

  鶏卵の購入日は平成30年１月２3日～２9日 

事務局への鶏卵の送付期間は１月25日～２9日 
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（３）調査項目及び方法 

①鶏卵の重量及び品質 

   調査対象鶏卵の重量、ハウユニットについては、鶏卵公正取引協議会事務局において、調

査鶏卵の到着日にＥＧＧマルチテスタにより測定を行った。 

   

 

 

②ラベルの表示内容 

   調査鶏卵のラベルの表示内容について、 

１）鶏卵の表示に関する公正競争規約及び施行規則に基づいて、 

必要表示事項、特定事項の表示基準等の遵守状況 

２）食品表示法に定められた「食品表示基準」に則したラベルの表示状況 

 

③栄養強化卵等の成分分析 

栄養強化卵等18商品については、強化した栄養成分（複数ある場合は２種類までとした。）

等について鶏卵の到着日にクール宅急便にて一般財団法人日本食品分析センターへ送付し分

析試験を依頼した。日本食品分析センターにおける分析試験の結果は、2 月６日～8 日に報

告された。依頼した試験項目は次表のとおりであった。 

 

試 験 項 目 件 数 

ビタミンA     1 

ビタミンＤ     6 

ビタミンＥ    １4 

葉酸     １ 

ビタミンB１２     １ 

α‐リノレン酸     1 

ＤＨＡ     １ 

ヨウ素     2 

合計  8項目    ２7 
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３ 調査結果の概要 

  当協議会の会員証紙審査委員会において本年９月２５日に本調査について審議を行った結果

の概要は次の通りであった。 

 

（１）賞味期限の表示 

48商品すべてに賞味期限は表示されてい

た。購入日（１月２３日～２9日）時点の賞

味期限の残日数は、3～２0日に分布し、１

０日未満が８商品、１０日以上が４０商品で

あった。 

賞味期限の残日数で一番多かったのは１

０日で８パック、続いて１３日・１４日が７

パックずつあった。 

他にパック日と採卵日表示があるものは

８商品であった。 

 

 （２）重量の表示と実態 

重量については、４８商品中４0商品について調べた。 

（8商品については、(一財)日本食品分析センターにて分析のみを行った） 

重量の表示と実態については、問題はなかった。 

 

 （３）ハウユニットの分布 

鶏卵の重量及びハウユニットの測定は、４0商

品について実施した。 

ハウユニットは平均７７.６（６５.７～９３.３）

で、７０以上が３６商品、７０未満は４商品であ

った。 
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（４）ラベルの表示事項等の調査結果 

不適切と考えられる表示内容 件数 検体No 規約該当条項 

(1)必要表示事項 

 

・農林水産省規格 卵重区分の色が不適切 

 

 

 

１ (1) 

 

 

 

106 

 

 

 

規則第２条第3項 

 

(2)特定事項の表示基準 

 

・食品表示基準に定められた様式に不適切 

な表示 

 

・栄養強化卵等の表示において 

強調表示が不適切 

 

・栄養機能食品表示において定められた 

 項目について不適切な表示 

 

 

 

2  (0) 

 

 

2  (2) 

 

 

2  (2) 

 

 

 

203,212 

 

 

208,209 

 

 

211,219 

 

 

規約第4条第2項第2号 

 

 

    〃 

    

 

規約第4条第2項第2号 

 

 

(3)特定用語の使用基準 

・特選、自然、安心という用語 

 

1 (1) 

 

106 

 

規約第５条 

        合  計 8（6)   

（注1）件数の（ ）内は非会員事業者数である。合計は、重複した商品を含む件数である。 

 

（不適切な表示の主な事例） 

・農林水産省規格「パック詰鶏卵」での種類と色分けの表示が、不適切な表示である。 

・栄養成分表示については、食品表示基準に定められた様式に則り表示する事となっており、

「分析試験表」などの文言や栄養成分毎の表示単位が、不適切な表示である。 

・栄養強調表示において、強化された旨を成分表示する場合は、その規準値との相対表示を

行い、その際「約」という文言使用は不適切である。また高い旨（高、多、豊富、たっぷり

等）を成分表示する場合は、その基準値に対し絶対表示を行うため、基準値未満の場合は、

不適切な表示である。 
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・栄養機能食品表示においては、必須項目すべての内容を満たしていないものは不適切な表

示である。 

・「自然」という用語を使用する場合、卵を直接修飾する表現は使用することは出来ない。 

また、直接修飾しない表現として使用する場合は、鶏卵公正取引協議会の承認を得た場

合に限り表示する事ができると規定されている。 

 

 

４ 調査結果の措置について 

調査の結果、表示内容等が不適切との指摘を受けた会員事業者に対しては、鶏卵公正取引協

議会から文書で改善のための指導や照会等を行うほか、比較的軽微なものについては、口頭で

改善を指導することといたします。 

また、会員外の事業者に対しては、表示内容が規約等に照らした場合に違反となるおそれが

あるものについては文書等により改善を要望し、比較的軽微なものについては口頭で改善を要

望するとともに「鶏卵の表示に関する公正競争規約」等についての周知及び協議会への加入の

促進を図ることといたします。 

 


